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審第１号 

 

 

 

岳南広域都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について、 

都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１８条第１項の規定に基

づき、次のように本会に付議する。 

 

 

 

令和７年１１月７日提出 

富 士 市 都 市 計 画 審 議 会 

会 長 大山 勲 
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理 由 

 

 第８回定期見直し以降における都市の発展の動向、人口及び産業の現状並び

に将来の見通し等を踏まえ、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするた

め、本都市計画区域の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を本案の

とおり変更する。 
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変 更 理 由 

 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、長期的視点に立った都市

の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての大きな道筋を明らかにす

る、当該都市計画区域における都市計画の基本的な方向性を示すものであり、

都市計画の目標をはじめとし、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際

の方針、主要な都市計画の決定の方針について定めている。 

 

令和２年度以降に実施した都市計画に関する基礎調査の結果、第８回定期見

直し以降の当該都市の発展の動向、人口及び産業の現状、将来の見通し等が明

らかとなり、これらを勘案し、長期的視点に立った都市の将来像、都市計画の

基本的な方向性等を見直す必要が生じたことから、「都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針」を本案のとおり変更するものである。 
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変 更 概 要 

 

都市計画に関する基礎調査の結果、社会経済情勢の変化、新たな潮流への対応、地域の

都市化の動向等を勘案し、現行計画の都市計画決定時からの見直しの必要性が生じた箇所

について、記載内容を変更する。 

主要な変更箇所及び変更内容は、以下に示すとおりである。 

 

・県全体を俯瞰し、「１（１）都市づくりの基本理念」を再整理 

都市を取り巻く社会経済情勢の変化、新たな潮流・法改正への対応など課題がよ

り広域化・複雑化しており、都市計画区域ごとでは解決できない課題が見えてきた

ため、都市計画区域ごとではなく、より広域的な観点に立ち、県全体としての方向

性を示し、本計画に反映した。 

・最新の調査結果に基づき、「２（２）区域区分の方針」を見直し 

最新の国勢調査や各種統計調査などの結果を用いて社会経済情勢の変化を把握し、

本計画に反映した。 

・県としての方向性、地域の土地利用の考え方を踏まえ、「３（１）土地利用に関する主

要な都市計画の決定の方針」に追記 

県の目指す持続可能な集約連携型都市構造を推進するため、住宅地、商業・業務

地について、立地適正化計画に基づく居住・都市施設の誘導を本計画に反映した。 

事前復興まちづくり計画、流域治水、無電柱化などの都市防災に関する重要施策

について、本計画に反映した。 

県の目指す集約連携型都市構造を進めるうえでポイントとなる、公共交通と土地

利用の連携、市街化区域内の低未利用地の活用について、本計画に反映した。 

法改正を踏まえ、市街化調整区域における災害防止の観点からの開発抑制につい

て、本計画に反映した。 

区域拡大に関して、交通利便性などを総合的に判断し、工業系市街地の市街化区

域拡大は、今後も柔軟に対応するとの県の考えについて、本計画に反映した。 

・県全体で拠点と連携軸を評価した結果に基づき、「３（２）都市施設の整備に関する主

要な都市計画の決定の方針」を見直し 

県全体を俯瞰した広域的な視点から拠点と連携軸の考え方を整理し、見直した結

果を本計画に反映した。 

・市街地開発の進捗状況に基づき、「３（３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の

決定の方針」を見直し 

市街地開発事業の進捗状況に応じて、見直しした結果を本計画に反映した。 

・自然環境分野における国の考えに基づき、「３（４）自然的環境の整備又は保全に関す

る都市計画の決定の方針」に追記 

新たな潮流の 1 つであるグリーンインフラ推進について、本計画に反映した。 
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2 

 

１ 都市計画の目標 

（１）都市づくりの基本理念 

「今後は、さらに進む人口減少・少子高齢化、地球温暖化、頻発・激甚化する自 

然災害、住民ニーズの多様化などへ対応する必要がある。 

よって、効率的な都市活動の実現、脱炭素社会の構築、安全な都市空間の形 

成、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進による都市サービスの高 

度化などを図るため、都市機能や居住を集約する拠点を中心に、公共交通など 

のネットワークを再編して拠点間の連携を強化する「集約連携型都市構造」の 

実現を目指す。」を記載する。 

① 交流・連携により魅力と活力が持続する都市づくり 

（集約連携型都市構造の構築） 

② 防災・減災と事前復興により大規模な自然災害にも対応できる都市づくり 

（安全・安心な都市空間の形成） 

③ 市街地の自然と調和した環境負荷の少ない都市づくり 

（脱炭素社会の形成） 

④ 快適な都市空間と産業の活力を創造する都市づくり 

（質の高い都市空間・活動の確保） 

⑤ 社会課題に応え高度なサービスを提供する都市づくり 

（先進技術や民間活力の導入） 

⑥ 豊かな自然と雄大な景観と共生する都市づくり 

（自然環境と農林漁業環境の保全） 

 

２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

（２）区域区分の方針 

１）おおむねの人口 

2030 年（令和 12 年）における都市計画区域内人口を「おおむね 348.0千人」、市

街化区域内人口を「おおむね 291.4 千人」とする。 

２）産業の規模 

2030 年（令和 12 年）における工業出荷額を「24,442億円」、卸小売販売額を「10,009

億円」とする。 

３）市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係 

2030 年（令和 12 年）における市街化区域面積を「8,238.3ha」とする。 

 

３ 主要な都市計画の決定の方針 

（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）主要用途の配置の方針 

① 住宅地 

「立地適正化計画において設定している居住誘導区域には、生活サービスやコミ

ュニティが持続的に確保されるよう居住の誘導を図る。」を加える。 
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② 商業・業務地 

「立地適正化計画において設定している都市機能誘導区域には、生活サービスの

効率的な提供が図られるよう都市機能増進施設の誘導を図る。」を加える。 

 

３）市街地の土地利用の方針 

④ 都市防災に関する方針 

「頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアの土地利用の

見直しや立地適正化計画による居住の誘導、防災指針の作成・実践、事前復興ま

ちづくり計画の策定、流域治水の推進などにより、災害に強い安全なまちづくり

に向けた総合的な対策に取り組む。」を加える。 

「無電柱化の推進により、都市における災害の防止、円滑な交通の確保、良好な

景観・居住環境の形成を図る。」を加える。 

⑤ 公共交通と土地利用の連携に関する方針  

「公共交通や徒歩などによって生活できる居住環境を形成するため、主要駅やバ

スターミナル周辺へ都市機能を誘導するとともに、公共交通の利便性の高い区域

に居住の誘導を図る。」を加える。 

⑥ 低未利用地の有効活用に関する方針  

「市街化区域内の空き地・空き家については、都市の賑わい創出、市街地の人口

密度維持の観点から、積極的な有効活用を図る。」を加える。 

 

４）市街化調整区域の土地利用の方針 

② 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針  

「土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険

区域は、自己居住用を除く住宅、自己の業務用施設などの開発を原則禁止する。

土砂災害警戒区域及びそれらと近接・隣接する地区においては、適正な土地利用

規制を図る。 

その他、溢水、湛水、津波、高潮などのおそれがある区域についても開発を抑制

する。 

また、市街地をとりまく森林、農地などは、それらが有する雨水貯留機能などの

災害防止機能が維持されるよう無秩序な開発を抑制する。」を加える。 

④ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針  

「計画的な市街地整備の検討を行う地区は、都市計画上の影響を予測した立地評

価行い、整備の見通しが明らかになった段階で、保留フレームの範囲内において、

農林業などとの調整を行った後、市街化区域へ編入し、計画的な整備を図る。既

に都市的土地利用がなされている地域においては、基盤整備の状況、今後の見通

しなどを総合的に判断し、都市計画上の位置づけを検討する。 

インターチェンジや主要幹線道路周辺などにおいては、交通利便性を生かし、都

市的土地利用の必要性や今後の見通しなどを総合的に判断し、観光や工業系施設

など都市計画上の位置づけを検討する。」を加える。 
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（２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）交通施設の都市計画の決定の方針 

③ 主要な施設の整備目標 

優先的に基準年次からおおむね 10 年以内に整備することを予定する施設として

「富士駅北口交通広場（富士市）」を加える。また、「3･4･15 左富士臨港線（富士

市）」等を削除する。 

 

（３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

２）市街地整備の目標 

基準年次からおおむね 10 年以内に実施することを予定する市街地開発事業とし

て「神戸地区」を削除する。 

 

（４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

① 自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の重要性 

「区域の特性を生かしながら、生物多様性の保全、良好な景観の形成、気候変動

への対応など自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力あるまちづ

くりを進めるため、グリーンインフラの取組を推進する。」を加える。 
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岳南広域都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

の変更に係る経緯 
 

 

１ 説明会等の開催状況について 

 

＜説明会＞ 

日 時 場 所 対象者 参加者 

令和７年４月 24日(木)15:00～ 静岡県田子の浦港管理事務所 市民 ２人 

令和７年４月 24日(木)19:00～ 静岡県田子の浦港管理事務所 市民 １人 

計   ３人 

 

 

＜公聴会＞ 

日 時 場 所 備 考 

令和７年６月 19日(火)10:30～  静岡県総合庁舎会議室 
公述の申出がなかったため、 

公聴会は開催しませんでした。 

 

 

２ 変更案に関する縦覧状況について 

 

期 間 縦覧者 意見書の提出状況 

令和７年 10 月７日(火) 

～10月22日(水) 
６人 意見書の提出はありませんでした。 
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審第２号 

 
岳南広域都市計画 区域区分の変更について（静岡県決定） 
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審第２号 

 

 

 

岳南広域都市計画区域区分の変更について、都市計画法第２１条第２項の規定に

おいて準用する同法第１８条第１項の規定に基づき、次のように本会に付議する。 

 

 

 

令和７年１１月７日提出 

富 士 市 都 市 計 画 審 議 会 

会 長 大山 勲 
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岳南広域都市計画 区域区分の変更 

 
 

岳南広域都市計画区域区分を次のように変更する。 

 
１ 市街化区域及び市街化調整区域の区分 

「計画図表示のとおり」 

 
２ 人口フレーム 

年次 

区分 

2020 年 

令和２年 

(基準年) 

2030 年 

令和 12 年 

(基準年の 10年後) 

都 市 計 画 区 域 内 人 口 373.5 千人 おおむね 348.0 千人 

市 街 化 区 域 内 人 口 307.5 千人 おおむね 291.4 千人 

 

配 分 す る 人 口 － おおむね 290.7 千人 

保 留 す る 人 口 － おおむね  0.7 千人 

 

特 定 保 留 －      0.0 千人 

一 般 保 留 － おおむね  0.7 千人 

 
３ 産業フレーム（静岡県） 

年次 

区分 

2020 年 

令和２年 

(基準年) 

2030 年 

令和 12 年 

(基準年の 10年後) 

県 内 工 場 出 荷 額 125,868 億円 おおむね 140,607 億円 

（注）産業フレームは静岡県全体で設定している。 
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理 由 

 

 第８回定期見直し以降における都市化の動向、都市基盤整備の状況、今後の

土地利用の見通し、農業的土地利用の状況等を勘案し、区域区分を本案のとお

り変更する。 
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変 更 理 由 

 

 都市計画法第６条に基づき令和２年度以降に実施した都市計画に関する基礎

調査の結果、第８回定期見直し以降における都市化の動向、都市基盤整備の状

況、今後の土地利用の見通し、農業的土地利用の状況等が明らかとなったこと

から、これらを勘案し、次のとおり市街化区域と市街化調整区域との区分（以

下、「区域区分」という。）に関する都市計画を変更する。 

 

岳南広域都市計画区域マスタープランにおいて、重要港湾田子の浦港を中心

とする工業地域は、本区域の経済を支える産業拠点として機能の維持・向上を

図るとしており、依田橋地区（以下、「本地区」という。）は、産業拠点「田子

の浦港周辺」内に位置している。 

本地区は、田子の浦港港湾計画において、公共埠頭用地（船積場）として、

適切に計画されている。 

令和５年 10月に公有水面埋立法に基づく埋立免許を受け、当該埋立事業によ

り生じた土地である本地区は、重要港湾田子の浦港の一部であり、周辺と一体

的に利用される。 

以上のことから、既存の港湾関連用地と一体的な土地利用を図るとともに、

計画的かつ適正な都市的土地利用を推進するため、公有水面埋立により新たに

生じた本地区を市街化区域に編入する。 

 

その他、目標年次における人口、産業等を適切に収容するため、区域区分の

人口・産業フレームを本案のとおり変更する。 
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変 更 概 要 

 

市町名 

市街化区域面積（ha） 

備 考 

現行 編入 除外 計 

富士市 約5,934.4 約 0.004 - 約 5,934.4  

富士宮市 約2,303.9 - - 約 2,303.9  

合 計 約8,238.3 約 0.004 - 約 8,238.3  

 

（内 訳） 

 

 

番号 市町名 箇所名 編入（ha） 除外（ha） 

1 富士市 依田橋 約 0.004 - 
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岳南広域都市計画 区域区分の変更に係る経緯 

 

 

１ 説明会等の開催状況について 

 

＜説明会＞ 

日 時 場 所 対象者 参加者 

令和７年４月 24日(木)15:00～ 静岡県田子の浦港管理事務所 市民 ２人 

令和７年４月 24日(木)19:00～ 静岡県田子の浦港管理事務所 市民 １人 

計   ３人 

 

 

＜公聴会＞ 

日 時 場 所 備 考 

令和７年６月 19日(火)10:30～  静岡県総合庁舎会議室 
公述の申出がなかったため、 

公聴会は開催しませんでした。 

 

 

２ 変更案に関する縦覧状況について 

 

期 間 縦覧者 意見書の提出状況 

令和７年 10 月７日(火) 

～10月22日(水) 
６人 意見書の提出はありませんでした。 
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審第３号 

 
岳南広域都市計画 臨港地区の変更について（静岡県決定） 
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審第３号 

 

 

 

岳南広域都市計画臨港地区の変更について、都市計画法第２１条第２項の規定に

おいて準用する同法第１８条第１項の規定に基づき、次のように本会に付議する。 

 

 

 

令和７年１１月７日提出 

富 士 市 都 市 計 画 審 議 会 

会 長 大山 勲 
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都市計画田子の浦臨港地区を次のように変更する。

名　　称 面　　積

商港区 約66.7 ha
旅客又は一般の貨物を
取り扱わせることを目的
とする区域

漁港区 約2.2 ha

水産物を取り扱わせ、
又は漁船の出漁の準備
をおこなわせることを目
的とする区域

保安港区 約20.9 ha
爆発物その他の危険物
を取り扱わせることを目
的とする区域

修景厚生港区 約26.3 ha

その景観を整備するとと
もに、港湾関係者の厚
生の増進を図ることを目
的とする区域

無指定 約6.8 ha

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

岳南広域都市計画臨港地区の変更（静岡県決定）

備　　　　　　考

田子の浦臨港地区 約123ｈａ
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理　　　由

　 田子の浦港港湾計画に基づき、公有水面埋め立てにより新たに生じた土地を市

街化区域に編入するとともに、臨港地区に指定することにより、港湾機能の充実を

図るため、本案のとおり変更する。
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変　更　理　由

　重要港湾田子の浦港の臨海部に位置する本地区は、田子の浦港港湾計画に基

づき、循環型社会の形成や地球温暖化対策の推進に伴うエネルギー関連貨物の

輸送動態の変化への対応、放置艇の適切な収容及び港内における有害な底質土

砂の拡散を防止し、航路・泊地における浚渫土砂の処理用地を確保するため、

公有水面を埋立て、創出された地区である。

　公有水面埋立てにより新たに生じた土地を臨港地区に指定し、既存の港湾関

連用地と一体的な土地利用を図るとともに、計画的かつ適正な土地利用を推進

するため、本案のとおり変更する。

　また、本地区は公共埠頭用地（船揚場）として、併せて商港区の分区を指定

する。
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名　　称 地区名 面積（編入） 分　区 備　　　考

田子の浦臨港地区 依田橋地区 約0.004ha 商港区
旅客又は一般の貨物
を取り扱わせること
を目的とする区域

約0.004ha 　　

変　　更　　概　　要

合　　計
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岳南広域都市計画 臨港地区の変更に係る経緯 

 

 

１ 説明会等の開催状況について 

 

＜説明会＞ 

日 時 場 所 対象者 参加者 

令和７年４月 24日(木)15:00～ 静岡県田子の浦港管理事務所 市民 ２人 

令和７年４月 24日(木)19:00～ 静岡県田子の浦港管理事務所 市民 １人 

計   ３人 

 

 

＜公聴会＞ 

日 時 場 所 備 考 

令和７年６月 19日(火)10:30～  静岡県総合庁舎会議室 
公述の申出がなかったため、 

公聴会は開催しませんでした。 

 

 

２ 変更案に関する縦覧状況について 

 

期 間 縦覧者 意見書の提出状況 

令和７年 10 月７日(火) 

～10月22日(水) 
６人 意見書の提出はありませんでした。 
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審第４号 

 
岳南広域都市計画 用途地域の変更について（富士市決定） 
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審第４号 

 

 

 

岳南広域都市計画用途地域の変更について、都市計画法第２１条第２項の規定に

おいて準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、次のように本会に付議する。 

 

 

 

令和７年１１月７日提出 

富 士 市 都 市 計 画 審 議 会 

会 長 大山 勲 
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   岳南広域都市計画用途地域の変更（富士市決定） 

 

 岳南広域都市計画用途地域を次のように変更する。表記上の面積変更なし 

種 類 面 積 
建 築 物 の 

容 積 率 

建築物の 

建 蔽 率 

外 壁 の 

後退距離

の 限 度 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

建築物

の高さ

の限度 

そ の 他 

及 び 

備 考 

第一種低層住居 

専用地域 

約 97.9ha 8/10以下 5/10以下 ― 200m2 10ｍ   

約 233.8ha 8/10以下 5/10以下 ― 165m2 10ｍ   

約 260.8ha 8/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ   

約 50.4ha 10/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ   

小 計 約 642.9ha           10.8％ 

第二種低層住居 

専用地域 
約 7.0ha 8/10以下 5/10以下 ― ― 10ｍ 0.1％ 

第一種中高層 

住居専用地域 

約 49.3ha 10/10以下 5/10以下 ― ― ―   

約 17.3ha 10/10以下 6/10以下         

約 33.5ha 15/10以下 5/10以下 ― ― ―   

約 330.2ha 15/10以下 6/10以下 ― ― ―   

小 計 約 430.3ha           7.3％ 

第二種中高層 

住居専用地域 

約 636.2ha 15/10以下 6/10以下 ― ― ―   

約 17.1ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ―   

小 計 約 653.3ha           11.0％ 

第一種住居地域 約 1,555.3ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 26.2％ 

第二種住居地域 約 255.0ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 4.3％ 

準住居地域 約 185.2ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 3.1％ 

近隣商業地域 約 160.6ha 20/10以下 8/10以下 ― ― ―   

  約 49.4ha 30/10以下 8/10以下 ― ― ―   

小 計 約 210.0ha           3.5％ 

商業地域 約 105.6ha 40/10以下 ― ― ― ― 1.8％ 

準工業地域 約 135.5ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 2.3％ 

工業地域 約 1,065.3ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 18.0％ 

工業専用地域 約 689.0ha 20/10以下 6/10以下 ― ― ― 11.6％ 

合 計 約 5,934.4ha           100.0％ 

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

「備考欄は、種類の面積の合計に対する値」 

 

※「建築物の敷地面積の最低限度の適用除外規定」は別紙のとおりとする。 
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別紙 

 

建築物の敷地面積の最低限度の適用除外規定 

 

次のいずれかに該当する土地については、前記の建築物の敷地面積の最低限

度（以下「最低限度」という。）の定めは適用しない。 

 

 

１ 最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地又

は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するこ

とができる土地で、次の各号のいずれかに掲げる公共施設等の整備と合わせ

て、当該土地を含む区域において、当該公共施設等の用に供する土地を除く

全部を一の敷地として使用するもの又は当該公共施設等の用に供する土地を

除き分割される各々をそれぞれ一の敷地として使用するもの 

⑴ 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）又は都市計画法（昭和 43 年法律第 100

号）による道路 

ただし、都市計画法第 29 条の規定による許可を受けた開発行為に係るもの

を除く。 

⑵ 河川、水路その他これらに類する公共公益施設 

 

 

２ 当該土地を含む区域において、土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）

第 98 条第１項の規定による仮換地の指定、同法第 103 条第１項の規定による

換地処分その他法令によるこれらに準じた処分等を受けた土地（当該処分等

のもととなった事業計画等の認可又は決定の公告があった際、現に建築物の

敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づい

て建築物の敷地として使用することができた土地と照応するものに限る。）で、

その全部を一の敷地として使用するもの 

 

50



理  由 

重要港湾田子の浦港の公有水面埋立地について、本都市計画区域全体にわた

る都市機能の配置、土地利用の動向及び田子の浦港港湾計画を踏まえ、周辺環

境と調和した適正かつ合理的な土地利用を図るため、用途地域を本案のとおり

変更する。 
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変 更 理 由 

重要港湾田子の浦港の臨海部に位置する本地区は、田子の浦港港湾計画に基

づき、循環型社会の形成や地球温暖化対策の推進に伴うエネルギー関連貨物の

輸送動態の変化への対応、放置艇の適切な収容及び港内における有害な底質土

砂の拡散を防止し、航路・泊地における浚渫土砂の処理用地を確保するため、

公有水面を埋立て、創出された地区である。 

岳南広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針においては、輸

送交通の利便性、周辺地域との調和、公害防止対策などを考慮し、工業の集積

度が高い重要港湾田子の浦港周辺の臨海工業地帯等に工業地を配置すると位置

付けている。 

公有水面埋立により生じた土地については、重要港湾田子の浦港の一部であ

り、工業地帯として一体に利用される土地である。 

以上のことから、本地区において、既存の港湾関連用地と一体的な土地利用

を図り、周辺環境と調和した適正かつ合理的な土地利用を推進するため、用途

地域を本案のとおり変更する。 
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変  更  概  要 

地区別一覧 

市町 

村名 
地 区 面積 

変更前 変更後 

種類 容積率 建蔽率 種類 容積率 建蔽率 

富士市 
依田橋 

地区 
約 0.004ha 無指定 － － 

工業専用 

地域 

20/10 

以下 

6/10 

以下 

 

 

用途地域別一覧 

種類 
建築物の 

容積率 

建築物の 

建ぺい率 

面積 

変更前 変更後 

工業専用地域 
20/10 

以下 

6/10 

以下 
約 689.0ha 約 689.0ha 

  表記上の面積変更なし

53



.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

\

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

S =1:8,000

0 100 200
N

54

4

1



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

S =1:2,500

200
60

0 10 50
N

55

4

2



 
岳南広域都市計画 用途地域の変更に係る経緯 

 

 

１ 説明会等の開催状況について 

 

＜説明会＞ 

日 時 場 所 対象者 参加者 

令和７年４月 24日(木)15:00～ 静岡県田子の浦港管理事務所 市民 ２人 

令和７年４月 24日(木)19:00～ 静岡県田子の浦港管理事務所 市民 １人 

計   ３人 

 

 

＜公聴会＞ 

日 時 場 所 備 考 

令和７年６月 19日(火)10:30～  静岡県総合庁舎会議室 
公述の申出がなかったため、 

公聴会は開催しませんでした。 

 

 

２ 変更案に関する縦覧状況について 

 

期 間 縦覧者 意見書の提出状況 

令和７年 10 月７日(火) 

～10月22日(水) 
６人 意見書の提出はありませんでした。 
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審第５号 

 
岳南広域都市計画 公園の変更について（富士市決定） 
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審第５号 

 

 

 

岳南広域都市計画公園の変更について、都市計画法第２１条第２項の規定におい

て準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、次のように本会に付議する。 

 

 

 

令和７年１１月７日提出 

富 士 市 都 市 計 画 審 議 会 

会 長 大山 勲 
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岳南広域都市計画 公園の変更に係る経緯 

 

 

１ 説明会等の開催状況について 

 

＜説明会＞ 

日 時 場 所 対象者 参加者 

令和６年８月 27日(火)15:00～ 岩松北まちづくりセンター 市民 ４人 

令和６年８月 27日(火)19:00～ 岩松北まちづくりセンター 市民 ０人 

令和６年８月 29日(木)15:00～ 田子浦まちづくりセンター 市民 １５人 

令和６年８月 29日(木)19:00～ 田子浦まちづくりセンター 市民 ６人 

令和６年９月３日(火)15:00～ 今泉まちづくりセンター 市民 ２５人 

令和６年９月３日(火)19:00～ 今泉まちづくりセンター 市民 ５人 

令和６年９月５日(木)15:00～ 富士南まちづくりセンター 市民 １９人 

令和６年９月５日(木)19:00～ 富士南まちづくりセンター 市民 ３人 

令和６年９月 10日(火)15:00～ 富士駅北まちづくりセンター 市民 ２人 

令和６年９月 10日(火)19:00～ 富士駅北まちづくりセンター 市民 ２人 

令和６年９月 12日(木)15:00～ 伝法まちづくりセンター 市民 ３人 

令和６年９月 12日(木)19:00～ 伝法まちづくりセンター 市民 １人 

令和６年９月 19日(木)15:00～ 交流プラザ 市民 ３人 

令和６年９月 19日(木)19:00～ 交流プラザ 市民 ２人 

計   ９０人 
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＜公聴会＞ 

日 時 場 所 備 考 

令和７年６月 10日(火)15:00～  富士市庁舎会議室 
公述の申出がなかったため、 

公聴会は開催しませんでした。 

 

 

２ 変更案に関する縦覧状況について 

 

期 間 縦覧者 意見書の提出状況 

令和７年９月 16日(火) 

～９月 30 日(火) 
７人 意見書の提出はありませんでした。 
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